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定期監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の実施日 

令和元年１０月２３日・２４日 

２ 監査の対象 

健康づくり課、税務課、こども未来課 

３ 監査の事項及び範囲 

平成３１年４月１日から令和元年８月３１日までに執行された事務

事業とした。 

なお、時間外勤務時間については平成３１年４月１日から令和元年９

月３０日までとした。 

４ 実施した監査手続き 

監査にあたっては、法令等に基づき、財務に関する事務が適正かつ効

率的に、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかど

うかに主眼をおき、あらかじめ指定した監査資料、提示のあった関係書

類及び関係帳簿を審査するとともに所管課長及び関係職員から説明を聴

取するほか、質問その他必要と認めた監査をした。  

第２ 監査の結果等 

各課についての監査の結果等は、後述のとおりである。 

なお、一部の事項については、それぞれ口頭で注意、指導を行った。 

（注）〇  文中のうち、千円単位で表示されているものは、単位未満は

四捨五入とした。したがって合計額が一致しない場合がある。 

〇 比率(％)は、原則として小数点以下第２位を四捨五入し、第

１位までとした。 

〇 歳入における収入率の算式は、（収入額／調定額×１００）

である。 

〇 歳出における執行率の算式は、（支払額／予算現額×１００）

である。 

１  健康づくり課 

⑴  事務事業の概要 

ア 課内組織 

保健部門、健康増進部門の２部門で構成されている。 

なお、所管施設として吉田町保健センターがある。 
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イ 職員人数等 

管理職１人（課長）、一般職員１０人、再任用職員 1 人、臨時職員

６人の合計１８人である。 

なお、課長は保健センターの所長兼任である。 

ウ 事務事業の執行状況（職員人件費及び他課局所管分は除く。） 

(ｱ) 一般会計（歳入） 

ａ 雑入・衛生費雑入 

収入額は１，４２６千円で収入率は１００．０％である。 

主なものは総合体育館教室受講料１，２６７千円、歯科フッ

素塗布徴収金８２千円、未熟児養育医療徴収金５７千円である。 

(ｲ) 一般会計（歳出） 

ａ 保健衛生総務費 

支払額は２０４，００２千円で執行率は４９．７％である。 

(a)  保健衛生管理費 

支払額は２，０８１千円で執行率は２４．８％である。 

(b)  救急医療対策事業費 

支払額は１，６１１千円で執行率は１９．７％である。 

(c)  榛原病院負担金 

支払額は２００，３１０千円で執行率は５０．８％である。 

(d)  地域医療対策事業費 

支払額は１千円で執行率は０．７％である。 

ｂ  予防費 

(a)  感染症予防費 

支払額は２３，１９８千円で執行率は２２．１％である。

主なものは予防接種委託料２０，９２１千円、おたふくかぜ

ワクチン予防接種費助成金７３５千円、臨時職員賃金５５３

千円である。 

ｃ  母子保健衛生費 

支払額は１９，５５２千円で執行率は２９．１％である。 

(a)  母子保健衛生費 

支払額は１９，０３０千円で執行率は２９．３％である。 

主なものは乳幼児・妊婦健診委託料７，６８４千円、妊娠

出産等応援パッケージ助成費３，５５０千円、不妊治療費３，

４５５千円、未熟児養育医療費１，０５４千円、看護師等謝

礼金９６４千円、産婦検診委託料５３２千円、医師謝礼金５
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０７千円である。 

(b)  妊娠・出産包括支援事業費 

支払額は５２２千円で執行率は２３．９％である。 

主なものは看護師等謝礼金４２５千円である。 

ｄ  健康づくり事業費 

支払額は４，６０３千円で、執行率は４２．５％である。 

(a)  健康づくり事業費 

支払額は７６千円で執行率は２．１％である。 

(b)  ダンス健康づくり事業費 

支払額は３，２０４千円で執行率は９１．５％である。 

全額、ダンス健康づくり事業費補助金である。 

(c)  健康体操運営費 

支払額は１，２１９千円で執行率は３６．４％である。 

主なものは臨時職員賃金５６９千円、講師謝礼金３６８千

円である。 

(d)  食育推進事業費 

支払額は１０３千円で執行率は２２．８％である。 

ｅ 健康増進事業費 

(a)  健康増進事業費 

支払額は１１，２０９千円で、執行率は３５．３％である。 

主なものは子宮頸がん検診委託料３，２８８千円、乳がん

検診委託料２，３２８千円、電算処理委託料１，４３５千円、

通信運搬費１，０８９千円、胃がん検診委託料９２２千円、

臨時職員賃金８２４千円、肺がん検診委託料５０２千円であ

る。 

エ 時間外勤務 

月平均１人当たり７．９０時間である。 

（庁内平均１４．９４時間） 

オ 保健センター利用者数 

４，１５９人である。 

(ｱ) 事業別明細 

ａ  母子保健事業 

母子保健事業は１，９５７人で、内訳は妊娠届出（妊婦相談）

９５人、心理相談１２人、健康相談８８８人（７か月児１７４

人、１歳児１７０人、２歳児１５８人、赤ちゃん３８６人）、歯
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科相談３０６人（２歳６か月児１５０人、３歳６か月児１５６

人）、健診３８８人（１歳６か月児１９６人、３歳１９２人）、

パパママ教室５３人、リフレッシュママ産後クラス９０人、申

請１２５人（一般不妊治療費助成３人、特定不妊治療助成１４

人、未熟児養育医療３人、よしにこパッケージ助成８１人、乳

房ケア１２人、妊婦検診償還５人、新スク償還４人、産婦検診

償還３人）である。 

ｂ  予防接種 

予防接種は２７０人で、内訳はＢＣＧ１７８人、予防接種説

明会６７人、風しん予防接種費助成２１人、おたふく予防接種

費助成４人である。 

ｃ  健康増進事業 

健康増進事業は１，３５９人で、内訳は町民健康相談２６人、

８０２０コンクール１１人、総合がん検診１，０７９人、複合

がん検診１９６人、ヘルシーな食べ方教室１４人、重症化予防

事業３３人である。 

ｄ  健康づくり事業 

健康づくり事業は３６８人で、内訳は健康マイレージ３３人、

若返り貯筋塾申込３３５人である。 

ｅ  その他 

その他は１０５人で、内訳は日赤役員会５７人、学生実習４

８人である。 

ｆ  使用許可 

使用許可は１００人で、内訳は榛原食品衛生協会検便受付１

００人である。 

⑵  監査結果 

財務に関する事務についてはおおむね適正に、経営に係る事業の管

理についてもおおむね合理的に執行されている。 

２ 税務課 

⑴  事務事業の概要 

ア  課内組織 

収納管理部門、住民税部門、資産税部門の３部門で構成されてい

る。 

イ  職員人数等 

管理職２人（課長 1 人、課長補佐 1 人）、一般職員１１人、再任用
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職員 1 人、嘱託員 1 人、行政サポーター1 人、臨時職員３人の合計

１９人である。 

ウ  事務事業の執行状況（職員人件費及び他課局所管分は除く。） 

(ｱ)  一般会計（歳入（抜粋）） 

ａ 町税 

収入額は２，８１０，９２２千円で収入率は５３．４％であ

る。 

(a)  町民税 

収入額は８６０，６１１千円で収入率は４３．７％である。 

(b) 固定資産税 

収入額は１，６５２，９２３千円で収入率は５７．５％で

ある。 

(c) 軽自動車税 

収入額は９３，０９８千円で収入率は９３．２％である。 

(d) 町たばこ税 

収入額は６５，９３７千円で収入率は７９．０％である。 

(e) 都市計画税 

収入額は１３８，３５３千円で収入率は５７．４％である。 

ｂ 使用料他 

(a) 使用料及び手数料 

収入額は１，０９７千円で収入率は１００．０％である。 

全額、徴税手数料である。 

(b) 諸収入 

収入額は８，４６９千円で収入率は９９．９％である。 

全額、延滞金である。 

(ｲ)  国民健康保険事業特別会計（歳入（抜粋）） 

ａ 国民健康保険税 

収入額は１５９，１７９千円で収入率は１７．６％である。 

(ｳ) 一般会計（歳出） 

ａ 税務総務費 

支払額は２８，８５３千円で執行率は４９．１％である。 

主なものは過年度分町税還付金２６，１７５千円、臨時職員

賃金１，６８３千円、地方税電子化協議会分担金５９９千円で

ある。 

ｂ 賦課徴収費 
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支払額は１３，０３３千円で執行率は２４．８％である。 

主なものは電算システム委託料６，７０１千円、通信運搬費

３，５２４千円、滞納整理機構負担金１，３８９千円、コンビ

ニ収納手数料５６１千円である。 

エ 時間外勤務 

月平均 1 人当たり９．３４時間である。 

（庁内平均１４．９４時間） 

オ 町民税、固定資産税、国民健康保険税の納税義務者数等（増減率

は対前年度） 

(ｱ) 町民税（令和元年７月１日現在） 

ａ 個人町民税の納税義務者数合計は１６，５２５人（増減率１．

６％）であり、均等割のみを納める者１，５４５人（増減率△

０．５％）、均等割と所得割を納める者１４，９８０人（増減

率１．８％）である。 

ｂ 法人町民税の納税義務者数合計は令和元年７月 1日現在で９

０２社（増減率１６．４％）であり、均等割のみは５１１社（増

減率２７．８％）、税割及び均等割は３９１社（増減率４．３％）

である。 

(ｲ) 固定資産税 

実納税義務者数は１２，３１１人（増減率０．８％）、課税地積

は１２，０１７，７６２㎡（増減率０．０％）、家屋は２，８６５，

１７７㎡（増減率１．２％）、償却資産課税標準は５９，４５１，

４７１千円（増減率１０．４％）である。 

(ｳ) 国民健康保険税 

ａ 本算定時の加入世帯数は医療及び支援は各々３，５３２世帯

（増減率△４．５％）、介護は１，５７２世帯（増減率△６．

４％）である。 

ｂ 本算定時の被保険者数は医療及び支援は各々５，８２８人

（増減率△５．７％）、介護は１，９０２人（増減率△６．１％）

である。 

(ｴ) 軽自動車税賦課状況（増減率は対前年度） 

令和元年８月３１日現在における、軽自動車税の賦課合計台数

は１３，７２３台（増減率１．６％）である。賦課種別内訳は原

動機付自転車（１２５ｃｃ以下）１，５３８台、軽自動車（６６

０ｃｃ以下）１１，３５４台、小型特殊自動車３３８台、二輪の
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小型自動車４９３台である。 

(ｵ) 口座振替利用状況（増減率は対前年度） 

税種別の第 1 期納期限時における利用状況は、町民税１，９５

０人（増減率△２．０％）、固定資産税・都市計画税８，０９７人

（増減率０．８％）、軽自動車税６，１７５人（増減率△０．２％）、

国民健康保険税１，９３３人（増減率△３．６％）である。 

カ 収納率向上及び滞納対策に対する取組状況 

(ｱ) 納税環境の整備 

(ｲ) 滞納整理の効率化 

(ｳ) 未納の早期解消 

(ｴ) 困難案件の徴収 

(ｵ) 基礎研修及び専門研修 

⑵  監査結果 

財務に関する事務についてはおおむね適正に、経営に係る事業の管

理についてもおおむね合理的に執行されている。 

３ こども未来課  

⑴ 事務事業の概要 

ア 課内組織 

児童福祉部門、保育支援部門の２部門で構成されており、所管施

設として中央児童館、放課後児童クラブ、子育て支援センター、保

育園、こども発達支援事業所がある。 

イ 職員人数等（こども発達支援事業所、保育園を除く） 

管理職 1 人（課長）、一般職員８人、再任用職員１人、臨時職員３

９人（児童厚生員２人、放課後児童支援員３２人、子育て支援セン

ター指導員他４人、家庭相談員１人）の合計４９人である。 

なお、課長と児童福祉部門主任 1 人は、中央児童館の館長と職員

兼任である。 

ウ 事務事業の執行状況（職員人件費及び他課局所管分は除く。） 

(ｱ) 一般会計（歳入（抜粋）） 

ａ  民生費負担金・児童福祉費負担金 

(a)  保育所保護者負担金 

収入額は４５，５６４千円で収入率は９７．１％である。 

(b)  保育所保護者負担金（過年度） 

収入額は５７８千円で収入率は１７．２％である。 

(c)  こども発達支援所利用者負担金 
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収入額は７０８千円で収入率は７９．３％である。 

(d)  一時預かり利用者負担金 

収入額は５４２千円で収入率は９７．１％である。 

ｂ  雑入・民生費雑入 

収入額は２２，６１０千円で収入率は９８．８％である。 

(a) 保育園及び事業所給食代 

収入額は２，３２４千円で収入率は１００．０％である。 

(b) 放課後児童クラブ徴収金 

収入額は９，５４９千円で収入率は９７．９％である。 

(c) 児童館事業材料費徴収金 

収入額は３６千円で収入率は１００．０％である。 

(d) 児童発達支援事業収入 

収入額は８，６９１千円で収入率は１００．０％である。 

(e) こども医療費過年度返還金 

収入額は１，９８１千円で収入率は１００．０％である。 

(ｲ) 一般会計（歳出） 

ａ  児童福祉総務費 

支払額は７１，９７１千円で執行率は３９．８％である。 

(a) 児童福祉費 

支払額は２，８７９千円で執行率は２９．５％である。 

主なものは出産祝金事業費２，８００千円である。 

(b) 児童虐待防止事業費 

支払額は８９８千円で執行率は１６．５％である。 

主なものは臨時職員賃金８６０千円である。 

(c) ひとり親家庭対策事業費 

支払額は２，０３９千円で執行率は３２．５％である。 

主なものは母子家庭等医療費１，８１３千円である。 

(d) こども医療費助成事業費 

支払額は６５，２２８千円で執行率は４１．７％である。 

主なものはこども医療費６１，１０７千円、医療費支払事

務手数料３，９４７千円である。 

(e) ファミリー・サポート事業費 

支払額は９２８千円で執行率は３２．６％である。 

主なものは臨時職員賃金７２４千円である。 

ｂ  児童措置費 
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支払額は１６７，５２５千円で執行率は３１．７％である。 

全額、児童手当費である。 

ｃ  保育所費 

支払額は６９，１０９千円で執行率は２３．２％である。 

(a)  保育園管理費 

支払額は６９，１０９千円で執行率は２３．２％である 

主なものは臨時職員賃金４３，１６４千円、施設型給付費

１９，０７０千円、地域型保育給付費４，３６１千円、保育

園人材派遣委託料６２２千円である。 

ｄ  児童館費 

支払額は２５，９３２千円で執行率は２９．３％である。 

(a) 児童館運営費 

支払額は２，８４０千円で執行率は３５．２％である。 

主なものは臨時職員賃金１，４７２千円である。 

(b) 放課後児童健全育成事業費 

支払額は２０，９４０千円で執行率は２８．２％である。 

主なものは臨時職員賃金１５，４７３千円、賄材料費２，

３０２千円、電気使用料１，０１１千円である。 

(c) 地域子育て支援拠点事業費 

支払額は１，７５２千円で執行率は３１．１％である。 

主なものは臨時職員賃金１，５６８千円である。 

(d) 子ども会育成連合会助成事業費 

支払額は４００千円で執行率は１００．０％である。 

全額、子ども会育成連合会補助金である。 

ｅ  児童厚生施設整備費 

支払額は９千円で執行率は２．７％である。 

エ 時間外勤務 

月平均 1 人当たり２２．９５時間である。 

（庁内平均１４．９４時間） 

⑵ 監査結果 

財務に関する事務についてはおおむね適正に、経営に係る事業の管

理についてもおおむね合理的に執行されている。  

 


